
JP 3175207 U 2012.4.26

(57)【要約】
【課題】腕に対する袖の動作性を高め、上挙時において
も裾の吊り上がりを抑えて静立安定時と同様に良好な外
観品位を保つことができるセーラー服などの袖付き衣服
を提供する。
【解決手段】身頃の両側上部に袖を縫着してなる袖付き
衣服において、袖３は一枚袖仕様であって、その袖３の
アームホール７における袖脇底部分に、袖３の生地によ
る舌片状の張出し部６が突出形成され、この張出し部６
を含む袖３のアームホール７の縁を、身頃のアームホー
ルの縁に沿わせながらその双方を互いに縫い合わせるこ
とで、前記張出し部６の生地のたるみによる膨出部が形
成され、この膨出部が身頃の脇の内側に凹んで入り込む
状態に収納されている。
【選択図】　　図３



(2) JP 3175207 U 2012.4.26

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　身頃の両側上部に袖を縫着してなる袖付き衣服において、
　袖は一枚袖仕様であって、その袖のアームホールにおける袖脇底部分に、袖の生地によ
る舌片状の張出し部が突出形成され、この張出し部を含む袖のアームホールの縁を、身頃
のアームホールの縁に沿わせながらその双方を互いに縫い合わせることで、前記張出し部
の生地のたるみによる膨出部が形成され、この膨出部が身頃の脇の内側に凹んで入り込む
状態に収納されていることを特徴とする袖付き衣服。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この考案は、女子中学生や女子高校生が通学用として着用するセーラー服などの袖付き
衣服に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セーラー服などの袖付き衣服は、例えば特開２００２－１６１４２２公報（特許文献１
）に見られるように、身体の上半身を覆う身頃の両側上部に袖を縫着してなる。袖は、生
地を筒状に縫合してなり、その袖脇側のアームホールが身頃のアームホールに縫合される
。セーラー服の場合、袖は一枚の生地を筒状に縫合してなる一枚袖仕様のものが一般的で
ある。袖のアームホールは、身頃のアームホールとほぼ同形状の寸法に仕上げられ、その
袖のアームホールの周縁が身頃のアームホールの周縁に縫合される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１６１４２２号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような袖付き衣服としてのセーラー服は、腕を下げた静立安定時には良好なシルエ
ットの外観品位が得られるが、着衣者が腕を挙げる上挙の姿勢をとったとき、すなわち挙
手したり、電車の吊り革に手を掛けたりしたときに、袖の動きに伴って身頃の裾がその袖
側に吊り上がるように傾斜し、外観品位が損なわれてしまう。
【０００５】
　従来一般の袖付き衣服は、身頃のアームホールと袖のアームホールとがほぼ同形同寸法
であって、静立安定時の姿勢を基準にして袖を身頃に縫着しているため、上挙の姿勢をと
ったときに身頃の裾の片側が吊り上がって傾く不体裁な型崩れが生じてしまう。
【０００６】
　特にセーラー服の場合、身頃の着丈が短く、このため上挙時に身頃の裾の片側が吊り上
がって傾くと、その身頃の下側の着衣が露出し、より不体裁で見苦しい外観となってしま
う。
【０００７】
　この考案はこのような課題に着目してなされたもので、その目的とするところは、腕に
対する袖の動作性を高め、上挙時においても身頃の裾の吊り上がりを抑えて静立安定時と
同様に良好な外観品位を保つことができる袖付き衣服を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この考案は、身頃の両側上部に袖を縫着してなる袖付き衣服であって、袖は一枚袖仕様
で、その袖のアームホールにおける袖脇底部分に、袖の生地による舌片状の張出し部を突
出形成し、この張出し部を含む袖のアームホールの縁を、身頃のアームホールの縁に沿わ
せながらその双方を互いに縫い合わせることで、前記張出し部の生地のたるみによる膨出
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部を形成し、この膨出部が身頃の脇の内側に凹んで入り込む状態に収納してなることを特
徴としている。
【考案の効果】
【０００９】
　この考案の袖付き衣服によれば、着用者が腕を上に挙げる動作をとったときに、袖の脇
底部に生地のたるみによる膨出部があるため、その膨出部のたるみのゆとりで、袖の動作
に伴う身頃裾の吊り上がり量が軽減され、したがって腕の上げ下げによる身頃裾の傾きが
従来の袖付き衣服に比べて少なくなり、これにより身頃の下側の着衣が露出しにくくなり
、外観品位の低下を軽減することができる。
【００１０】
　袖の脇底部のゆとりの膨出部は、身頃の脇の内側に凹んで入り込むように収納されてお
り、したがって腕を下げた静立安定時には、膨出部が身頃の脇の内側に隠れて外部に露出
せず、したがって静立安定時の外観品位も良好に保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この考案の一実施形態に係る袖付き衣服としてのセーラー服を示す正面図。
【図２】そのセーラー服の袖のパターンを示す平面図。
【図３】そのセーラー服の袖を示す斜視図。
【図４】そのセーラー服の袖のアームホールと身頃のアームホールを示す正面図。
【図５】そのセーラー服の袖の縫着部を示す正面図。
【考案を実施するための形態】
【００１２】
　以下、この考案の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１３】
　図１には、袖付き衣服としてのセーラー服を示してあり、このセーラー服は身体の上半
身を覆う身頃１と、この身頃１の中央上部に縫着されたセーラーカラー２と、身頃１の両
側上部に縫着された袖３とからなる。
【００１４】
　袖３は一枚の生地を筒状に縫合してなる一枚袖仕様のもので、そのパターンを図２に示
してある。袖３の生地３ａの袖脇側縁部には、滑らかな山形状に突出する突出部４が裁断
形成されていると共に、その突出部４の両側の山形の裾部分に、その裾からやや突出部４
の突出側に盛り上がる隆起部５が連なって裁断形成されている。
【００１５】
　このパターンの生地３ａの両側縁同士を縫合することで、図３及び図４（Ａ）に示すよ
うに筒状の袖３が仕上げられる。この袖３においては、図４（Ａ）に示すように、袖脇側
のアームホール７が上下に長い楕円形となるが、前記隆起部５の存在によりその楕円形の
下側部分、つまり袖脇底部分に隆起部５の生地による舌片状の張出し部６が突出形成され
る。
【００１６】
　一方、身頃１の両側上部には、図４（Ｂ）に示すように、上下に長い楕円形のアームホ
ール８が形成されている。そしてこの身頃１のアームホール８に袖３のアームホール７を
縫合することで袖付き衣服が仕上げられる。
【００１７】
　身頃１のアームホール８に袖３のアームホール７を縫合するときには、身頃１のアーム
ホール８の縁に袖３のアームホール７の縁を沿わせながらその双方を互いに縫い合わせる
わけであるが、袖３のアームホール７の一部には舌片状の張出し部６が突出しているから
、その張出し部６の縁の部分を身頃１のアームホール８の縁の一部に沿わせて縫い合わせ
る。
【００１８】
　張出し部６の縁を身頃１のアームホール８に縫合することで、その張出し部６の生地に
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たるみが生じる。すなわち、図５に示すように、袖３の脇底部に張出し部６の生地のたる
みによる袋状の膨出部９が形成される。この袋状の膨出部９は、身頃１の脇の内側に凹ん
で入り込むように収納される。
【００１９】
　このような縫製工程で身頃１の上部両側に袖３が縫合され、セーラー服が仕上げられる
。このようなセーラー服においては、着用者が腕を上に挙げる動作をとったときに、袖３
の脇底部に生地のたるみによる膨出部９があるため、その膨出部９のたるみのゆとりで、
袖３の動作に伴う身頃裾の吊り上がり量が軽減され、したがって腕の上げ下げによる身頃
裾の傾きが従来の袖付き衣服に比べて少なくなり、これにより身頃１の下側の着衣が露出
しにくくなり、外観品位の低下を軽減することができる。
【００２０】
　また、本実施形態の袖３の脇底部には膨出部９によるゆとりがあるため、腕を挙げると
きに脇下に突っ張り感や窮屈感が生じることがなく、運動機能性に富む快適な着用感が得
られる。
【００２１】
　袖３の脇底部のゆとりの膨出部９は、身頃１の脇の内側に凹んで入り込むように収納さ
れており、したがって腕を下げた静立安定時には、膨出部９が身頃１の脇の内側に隠れ外
部に露出せず、したがって静立安定時の外観品位も良好に保つことができる。
【００２２】
　なお、この考案は、セーラー服に適用する場合に限らず、ジャケット類などの袖付き衣
服においても適用することができる。
【符号の説明】
【００２３】
　１…身頃
　２…セーラーカラー
　３…袖
　４…突出部
　５…隆起部
　６…張出し部
　７…袖のアームホール
　８…身頃のアームホール
　９…膨出部
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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